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１．日  時  令和２年７月１０日（金）午前９時３０分開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  太田 耕幸教育長 近藤 修教育長代理 園田 寛子委員    

芥川 学委員  白井 正晴委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長 宮田 裕三  学校教育課長 田尻 清孝 

指導主事 太田黒 保宏  学校教育課総務係長 渡辺 佳助 

生涯活動推進課長 内田 雅之  文化課長 池田 和臣 

給食センター所長 藤本 勲   図書館長 久多見 さとみ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第５５号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例施行規則の一部を改正する規則につい 

【継続議案】 て 

４ 議案第６２号 宇土市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について 

５ 議案第６３号 宇土市公民館条例の一部を改正する条例について 

６ 議案第６４号 学校運営協議会委員の任命について（網津小） 

７ 議案第６５号 宇土市教育委員会委員の委嘱について 

８ 議案第６６号 宇土市通学路安全推進会議委員の委嘱について 

 

     

   報告事項 
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令和２年７月宇土市教育委員会定例会会議録 

 

教育長     令和２年７月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

本日は，教育長及び４人の委員が出席でありますので， 

この会議は成立いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

教育長     本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に近藤委員・芥川委員を指名いたします。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

        日程第２ 

教育長     本日の７月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

ご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

教育長     異議ないものと認めます。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

        日程第３ 

教育長     議案第５５号を議題といたします。 

本案は，６月定例教育委員会から継続審査になっております。 

学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長  ≪説明≫ 

（質疑） 

近藤委員    議会でも条例について承認されたとのことなので，規則については了承したが，議案 

では第４条第２項中「当該様式」の次に写しを加える。とあるが，新旧対象に記載が 

ないがどちらが正しいのか。 

学校教育課長  園に申込みの原本が必要な為，写しに押印して保護者へ返すため議案書が正しいので，

新旧対照表を訂正する。 

園田委員    他自治体でも園長が許可を行っている自治体があると聞いたがどこがあるのか。 

学校教育課長  このように園長で許可をする自治体はあるので，後ほどお示しする。 

園田委員    学校の休業等は校長が決定し，委員会へ報告しているがそのような形で，実施日につ

いて園長から報告は受けるのか。 

学校教育課長  園からは月毎の実施日について報告を受け，確認を行っている。 

園田委員    教育委員会が把握をしておかなければいけない。 

 

≪採決≫（原案のとおり（新旧対照表の一部修正あり））
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

教育長     それでは，議案第６２号を議題といたします。 

本案について学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長  ≪説明≫ 

       

（質疑） 

近藤委員    第１７条及び１８条の記載は内容が複雑なため，ＡＬＴへ説明するのは難しいのでは

ないか。 

学校教育課長  県の規則を参考に改正を行っており，県が英訳したものを参考にして説明を行う。 

近藤委員    ＡＬＴの方にも福利厚生等理解してもらえるように，説明をしっかり行ってほしい。 

           

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

教育長     それでは次に，議案第６３号を議題といたします。 

本案について，生涯活動推進課長（中央公民館長）から説明願います。 

 

生涯活動推進課長≪説明≫ 

（質疑）     

近藤委員    宇土市中央公民館と宇土公民館の場所が分かれるが，名称で混同してしまう可能性が 

あるので，利用者に誤解が無いように留意してほしい。また，将来的には名称につい 

て検討してもらいたい。 

教育長     利用者の方に分かりやすいように周知を行ってもらいたい。 

芥川委員    第３条に次長，参事，主事を置くとあるが，置けるのは中央公民館だけか。 

生涯活動推進  中央公民館だけである。 

課長 

芥川委員    それであれば，表現が分かりにくいので工夫をしてほしい。 

教育長     中央公民館と地区公民館を分けて記載することはできないか。 

生涯活動推進  条例では細かい内容は記載しないため，今後の課題として検討を行う。 

課長 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

教育長     それでは次に，議案第６４号を議題といたします。 

本案について，指導主事から説明願います。 

 

指導主事    ≪説明≫ 
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（質疑）    なし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

教育長     それでは次に，議案第６５号を議題といたします。 

本案について，学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長  ≪説明≫ 

       

（質疑）     

教育長     今までは校長先生により判断していただいていたが，有識者の意見を取り入れるため， 

今年度から委員の委嘱を行う。 

白井委員    宇城市で委員をしていたが，多くの資料があり委員会の時にすべて確認すると時間が 

足りない場合があるので，様式や委員会の進め方も検討して欲しい。 

指導主事    昨年までの反省を生かして，事前に資料を配布している。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

教育長     それでは次に，議案第６６号を議題といたします。 

本案について，学校教育課長から説明願います。 

学校教育課長  ≪説明≫  

       

（質疑） 

園田委員    委員を見ると校区別にばらつきがあるのではないか。 

総務係長    ここに機関の長が入っているのは，学校から事前に危険箇所を提出してもらったもの 

について，関係機関と合同で点検を行うので情報共有はできるため，関係機関と対策 

を練り情報を共有する会議である。 

 

≪質疑≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

教育長    本日の日程は全て終了しましたので，令和２年７月の定例教育委員会を閉会します。 

― 閉会 ―（午前１１時１０分） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

報告事項 

教育部長     ・６月議会の一般質問答弁書について 

         ・豪雨災害について 

         ・宇土市の被災地への支援状況について 

学校教育課長   ・行事予定ついて 
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指導主事     ・学校訪問Ａ日程について 

         ・教職員研修について 

         ・長期欠席・問題行動等について 

         ・鶴城中学校生徒の善行（人命救助）について 

生涯活動推進課  ・行事予定について 

         ・網津公民館長の選任について 

文化課長     ・行事予定について 

         ・文化施設の被害状況について 

         ・書籍のふるさと納税返礼品への追加について 

図書館長     ・行事予定について 

         ・図書館の全面再開について 

給食センター所長 ・行事予定について 

         ・桜屋からの馬肉の寄贈とその活用について 

教育長      ・教職員の働き方改革における規則の制定について 

         ・中体連の代替大会について 

白井委員     公民館長になると，地域の様々な委員になり，会議や卒入園式等へ参加する必要が

ある。地域の付き合いについて，就任される方に理解を促しておいて欲しい。 

         教職員の勤務時間について今後把握をどのように行っていくのか。 

教育長      統合型校務支援ソフトで対応する。併せて業務の見直しも行っていく必要がある。 

白井委員     中体連の代替大会により進路関係の遅れに不安を持つ先生もいる。 

教育長      様々な意見はあるが，校長先生方の協議により決定されたものであり，３年生の区

切りをつけるための大会であり，総意だと捉えている。 

指導主事     ８月にゆうＮｅｔの導入を予定している。 

         また，７月３１日に学級経営について研修を行う。 

白井委員     県立学校で不適切な指導があったと報道があったので，学校にも周知して欲しい。 

指導主事     月曜日の園長校長会で周知を行う。 

園田委員     ・大雨により石垣から湧水があっている。大雨後の通学路点検も実施してもらいた 

い。 

・議会への答弁書で検討すると答弁されているが，予算の確保も難しいとは思うが， 

計画を立て実現してもらいたい。 

・授業時間確保のために土曜授業等が組まれているが，児童・生徒のケアに合わせ 

て，教職員のケアについても考えてもらいたい。 

・県南で豪雨被害があったが，被害を受けた学校へ宇土市立学校で使用しない物品 

を被災地へ寄贈する取り組みができないか。 

・今年度は夏休みが短縮されて給食が行われるので，食中毒等特に注意をお願いす 

る。 

近藤委員     夏休みの期間が短縮されたが，保護者から意見はなかったか。 

指導主事     特に意見はなかった。 
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教育長      夏休み期間が２５日になっており，県内で一番長いのが熊本市の３１日間だった。 

この２５日間には２３日からの４連休が入っているため，４連休はどこの学校も休 

みのため，カウントの仕方でも日数が変わる。 

指導主事     中学校では３年生に対して７月に授業を実施するなど検討されている。 

芥川委員     授業参観は全校実施しているのか。 

指導主事     大体の学校は実施している。 

白井委員     授業参観は必要と考えるので，日にちを分けて実施するなど検討が必要ではないか。 

教育部長     県南の豪雨災害への職員派遣を実施する。教育委員会からも交代で３名を派遣予定。 

         今後も雨の予想があるため，避難所を開設される。避難所も開設され，雨の状況も

予想がつかないので，明日土曜日授業があるので判断が必要である。 

【協議結果】   ７月１１日（土）は休校にする。 

 

 

   議事録署名 

         委員  近藤 修 

 

         委員  芥川 学 


